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    告     示 

和歌山県告示第1342号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第8条第1項の規定による特定施設の構造等の変

更の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。 

  平成28年11月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 申請の概要 

（1）申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名 

住所 和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田585 

氏名又は名称 紀州食品株式会社 

代表取締役社長 武井武 

（2）工場又は事業場の所在地及び名称 

所在地 和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田585 

名称 紀州食品株式会社 

（3）特定施設に関する事項 

別表1のとおり 

（4）汚水等の処理施設に関する事項 

別表2のとおり 

（5）排出水の汚染状態及び量 

別表3のとおり 

2 縦覧の期間及び場所 

（1）期間 

平成28年11月29日から同年12月20日まで 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報
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（2）場所 

和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及びかつらぎ町生活環境課 

 別表1 

種類 基数 能力 

使用開始

予定年月

日    

1日当 

たりの 

使用時 

間   

特定施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 

区

分

汚水等

の量 

(m3/日)

pH
BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS 

(mg/L)

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex

(mg/L)

大腸菌

群数 

(個/cm3)

第4号イ 

みかん 

ホロ割り機 5 

みかん 

10t/日 

平成 

28.12.22 

8時間 

/日 
通

常
6 

5.0-

5.5 
300 180 150 30 10 40 <3000

最

大
11 

4.0-

5.0 
1500 200 200 35 15 50 無数

第4号イ 

みかん 

酸処理機 1 

みかん 

40t/日 

平成 

28.12.22 

8時間 

/日 
通

常
40 

4.0-

5.0 
300 300 200 30 10 40 <3000

最

大
100 

3.0-

3.5 
1500 500 300 35 15 50 無数

第4号イ 

みかんアルカ

リ処理機 1 

みかん 

40t/日 

平成 

28.12.22 

8時間 

/日 
通

常
30 

8.0-

8.5 
300 200 400 30 10 40 <3000

最

大
140 

10.0-

11.0 
1500 300 500 35 15 50 無数

第4号イ 

みかん水洗機 
1 

みかん 

40t/日 

平成 

28.12.22 

8時間 

/日 
通

常
220 

5.8-

6.2 
300 100 60 30 10 40 <3000

最

大
450 

5.5-

5.8 
1500 150 100 35 15 50 無数

第4号ニ 

みかん湯煮機 
4 

みかん 

10t/日 

平成 

28.12.22 

8時間 

/日 
通

常
3 

5.5-

5.7 
300 140 60 30 10 40 <3000

最

大
6 

5.0-

5.5 
1500 1300 250 35 15 50 無数

第4号ロ 

洗浄タンク 
4 

みかん 

10t/日 

平成 

28.12.22 

8時間 

/日 
通

常
5 

5.5-

5.7 
160 200 250 30 10 40 <3000

最

大
6.75

5.0-

5.5 
200 250 300 35 15 50 無数

第4号イ 

みかん剥皮機 
5 

みかん 

15t/日 

平成 

28.12.22 

8時間 

/日 
通

常
1.6 

4.5-

5.0 
200 250 300 30 10 40 <3000

最

大
2 

4.5-

5.0 
240 300 500 35 15 50 無数

第4号ロ 

洗浄タンク 
4 

みかん 

3500 

kg/日 

平成 

28.12.22 

8時間 

/日 
通

常
20 

4.0-

5.0 
300 300 200 30 10 40 <3000

最

大
42.5

3.0-

3.5 
1500 500 300 35 15 50 無数

 

 別表2 

種類

及び

形式 

構造 

主要 

寸法 

(m) 

能力 

(m3/日) 

汚水

等の

処理

方式 

使用開始

予定年月

日    

汚水等の処理施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 

区分

汚水等

の量 

(m3/日)

pH
BOD

(mg/L)

COD

(mg/L)

SS 

(mg/L)

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex

(mg/L)

大腸菌

群数 

(個/cm3)

第一 

排水 

処理 

施設 

鉄筋 

コン 

クリ 

ート 

造  

W30.82

× 

L18 

× 

H7 

1200 活性 

汚泥 

処理 

平成 

28.12.22 

通

常 

処

理

前

600 
5.5-

8.5 
300 140 60 30 10 40 無数 

処

理

後

600 
5.8-

8.6 
60 60 40 20 8 25 ＜3000
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最

大 

処

理

前

1200
10-

13 
1500 1300 250 35 15 50 無数 

処

理

後

1200
5.8-

8.6 
70 70 60 20 8 25 ＜3000

第二 

排水 

処理 

施設 

鉄筋 

コン 

クリ 

ート 

造  

W31.7

× 

L15 

× 

H5.8 

 

600 二段 

酸化 

処理 

平成 

28.12.22 

通

常 

処

理

前

200 
5.5-

8.5 
300 140 60 30 10 40 無数 

処

理

後

200 
5.8-

8.6 
60 60 40 20 8 25 ＜3000

最

大 

処

理

前

600 
10-

13 
1500 1300 250 35 15 50 無数 

処

理

後

600 
5.8-

8.6 
70 70 60 20 8 25 ＜3000

 

 別表3 

排水口名 

排出水の量及び汚染状態 

区

分 

汚水等の量 

(m3/日) 
pH 

BOD 

(mg/L)

COD 

(mg/L)

SS 

(mg/L)

T-N 

(mg/L)

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

大腸菌群数

(個/cm3) 

排水口No.1 通

常 
800 

5.8- 

8.6  
60 60 40 20 8 25 ＜3000 

最

大 
1800 

5.8- 

8.6  
70 70 60 20 8 25 ＜3000 

 

和歌山県告示第1343号 

 介護保険法（平成9年法律第123号）第75条第2項、第82条第2項及び第115条の5第2項の規定に基づく指

定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の廃止について、次の

とおり届出があったので、同法第78条第2号、第85条第2号及び第115条の10第2号の規定に基づき公示する。 

  平成28年11月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

指定事業 

者 番 号 
事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 

サービスの 

種   類 

廃 止 

年月日 

30612900

23 

社会福祉法人聖アンナ福

祉会 

聖アンナ老人訪問看護ス

テーション 

和歌山県紀の川市貴志川

町上野山302-1 

居宅療養管理

指導 

介護予防居宅

療養管理指導 

平成 

28.7.1 

30712009

05 

有限会社ワールド・ソフ

ト 

ハウスヘルパーCREAM 和歌山県岩出市北大池18

6-14 

訪問介護 

介護予防訪問

介護 

平成 

28.9.24 

30723004

31 

くすのき株式会社 くすのき訪問介護サービ

ス 

和歌山県新宮市池田二丁

目1-10 

訪問介護 

介護予防訪問

介護 

平成 

28.9.30 

30723007

04 

株式会社こころ 介護センターこころ 和歌山県新宮市清水元2-

2-18 

訪問介護 

介護予防訪問

介護 

平成 

28.9.30 

30712003

68 

社会福祉法人髙陽会 風の里訪問入浴サービス 和歌山県紀の川市粉河95

1-1 

訪問入浴介護 平成 

28.10.1 
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30714007

11 

社会福祉法人海南市社会

福祉事業団 

海南市居宅介護支援事業

所 

和歌山県海南市木津233

番地40 

居宅介護支援 平成 

28.10.31 

30722002

01 

有限会社打越 ホームヘルパーU 和歌山県田辺市上の山二

丁目14-29 

居宅介護支援 平成 

28.11.12 

30622900

22 

一般社団法人田辺市医師

会 

田辺市医師会立訪問看護

ステーション 

和歌山県田辺市高雄一丁

目11番10号 

居宅療養管理

指導 

居宅介護支援

介護予防居宅

療養管理指導 

平成 

28.12.31 

 

和歌山県告示第1344号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により信太村大字下中土地改良区の役員につ

いて次のとおり公告する。 

  平成28年11月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

就任した役員（平成28年10月23日就任） 

職名 氏  名  住    所 

理事 森田育男  橋本市高野口町下中268番地 

理事 硲照義   橋本市高野口町下中205番地 

理事 守内一泰  橋本市高野口町下中140番地 

理事 田中頼清  橋本市高野口町下中121番地の2 

理事 田中忠男  橋本市高野口町下中128番地 

理事 硲和也   橋本市高野口町下中105番地の1 

理事 守内長利  橋本市高野口町下中161番地 

理事 石橋正次  橋本市高野口町下中272番地 

監事 守内慶次  橋本市高野口町下中117番地 

監事 田中耕治  橋本市高野口町下中102番地 

 

和歌山県告示第1345号 

 農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第1項の規定により、農地中間管

理機構から平成28年11月16日に次の土地に関する農用地利用配分計画の認可の申請があったので、その旨

を告示する。 

 なお、当該農用地利用配分計画は、和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課及び西牟婁振興局農林水

産振興部農業水産振興課に備え置いて、平成28年12月12日まで縦覧に供する。 

  平成28年11月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

農用地利用配分計画の番号 賃借権の設定等に係る土地の所在及び地番 

平成28年度第88号-1 西牟婁郡すさみ町口和深字清水ノ元350-1外1筆 

平成28年度第88号-2 西牟婁郡すさみ町和深川字大ノ田518-1外3筆 

 

和歌山県告示第1346号 

 次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 
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  平成28年11月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 有田郡広川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び有田振興局農林水産振興部林務課並びに広川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1347号 

 次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

  平成28年11月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 田辺市（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び西牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに田辺市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1348号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第33条の2の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 

  平成28年11月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 有田郡有田川町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
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ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び有田振興局農林水産振興部林務課並びに有田川町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1349号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」

という。）第7条第1項及び第9条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域として指定する。 

  平成28年11月29日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 

1 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

急傾斜地の崩壊 

2 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称 

 別所（101）（Ⅱ-90124）、別所（102）（Ⅱ-90125）、別所（103）（Ⅱ-90126）、別所（104）（Ⅱ-

90127）、別所（105）（Ⅱ-90128）、別所（106）（Ⅰ-90038）、別所（107）（Ⅱ-90129） 

3 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

4 法第9条第2項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

（平成13年政令第84号）で定める事項 

次の図書のとおり 

 （「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び海草振興局建設

部海南工事事務所並びに海南市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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